
退職時における財形貯蓄の取扱について 
 
 
 
○　財形貯蓄の変更・解約は、契約者（本人）が直接、契約した金融機関で手続
　きをしてください。所属所や道教委では、手続きはできません。 
 

 
退　 職  

（財形をしている職員）

 
再任用 ＹＥＳ  再任用 ＮＯ

 
                  

 
 

財形を 継 続 財形を 解 約

    

手
 ○　引き続き給与からの引き落しとなります ○　契約した金融 ○　契約した金融

 　　手続きの必要はありません。自動的に継 　機関で直接、解 　機関で直接、解
 　続されます 　約手続きをして 　約手続きをして

続 ○　引き落とし金額の変更、財形年金の積立 　ください 　ください 
 　期間を変更する場合は、変更手続きをして ○  本支店を問わ ○  本支店を問わ
 　ください 　ず手続きができ 　ず手続きができき
 ○　住所の変更も、同様に変更手続きをして 　ます 　ます

　ください 

    
 ○　変更手続きは、契約した金融機関で直接、 ○　財形貯蓄は、 ○　財形貯蓄は、
 　してください 　自動的に解約さ 　自動的に解約さ

  　れません 　れません 
留 ○　解約・中断・再開・積立期間・非課税限     解約の手続き     解約の手続き
 　度額等の変更は、在職中と変わらず随時で 　をしないと現金 　をしないと現金

 　きますので、変更希望の方は、契約した金 　化できません 　化できません 
 　融機関で直接、変更手続きをしてください   

意  ○　解約の手続き ○　財形年金の受
 ○　現職から再任用職員となった年は、現職 　をしないと自動 　取方法を変更す

 　時の額が大きく、再任用後の給与から引き 　的に給与から引 　る場合は、最終
 　落としができない場合があります。 　き落しされます 　積立終了日以前

事 　　このため、その年の５月まで特例として 　に手続きをして
 　金額の変更が可能となっています 　ください 

     ※金額の変更は、原則年１回、１１月上旬から
 　　　  １２月上旬までの間です 

項  
○　財形年金は、積立終了期間及び年金受取
　開始時期について、通常、「退職時」に設定
　されています。 
　　引き続き継続する場合は、契約した金融
　機関で直接、変更手続きをしてください

 
○　再任用職員の新規加入について 
    

再任用職員の方は
 
新規に加入できません。

 
                                  
　　   　※　いずれの財形も３年以上の積立期間（年金・住宅は５年以上）が必要となるため、１年更新という雇用  
            形態上、財形貯蓄に新規加入はできません。 
 
○　年金財形及び住宅財形に係る新規申込及び氏名・住所変更等の場合は個人番
　号の確認が必要なため、個人番号カード等の写しを教職員局福利課へ提出する
こと。


